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第３０回原村公共交通あり方検討会議 会議録 
 

                   日時  令和５年７月 21日（金）  

午後７時 00分から午後 8時 00 分まで 

                            場所   原村役場３階講堂    

 

出席者   五味村長、宮坂副村長、柳沢区長、八ッ手区長、払沢区長、柏木区長、菖蒲沢区長、判之木区

長、農場区長、やつがね区長、ペンション区長、中学校ＰＴＡ会長、ＰＴＡ連合会会長、保育園保護者会

長、岡谷東高校保護者、岡谷工業高校保護者、下諏訪向陽高校保護者、諏訪清陵高校保護者、諏訪二葉高

校保護者、茅野高校保護者、東海大学付属諏訪高校保護者、民生児童委員協議会会長、民生児童委員協議

会副会長、社会福祉協議会事務局長、アルピコタクシー諏訪支社長、茅野バス観光社長、諏訪交通専務 

 

関係職員 伊藤保健福祉課長、百瀬子ども課長 

 

事務局  小池商工観光課長、清水田舎暮らし推進係長、土橋 

 

コンサルタント（株）地域総合計画 宮澤さん 

 

欠席者  清水教育長、大久保区長、中新田区長、上里区長、室内区長、南原区長、原山自治会長、小学校

ＰＴＡ会長、民生児童委員協議会副会長、商工会会長、高齢者代表 

                                    

１．開  会 

（宮坂副村長） 

  

２．あいさつ 

（五味村長） 本会議では、前回導入のご承認をいただいた AI 乗合オンデマンド交通

「のらざあ」の詳細な仕様についてお諮りいたします。 

 

 

３．議  案 

 （１）令和５年度 原村公共交通再編計画(案)について･･･ 資料 1 

（事務局） 説明 

(五味村長)  質疑・意見等あるか 

(委員)  会議の目的、質疑の少なさ、公共交通からこぼれ落ちる人たちや別荘地 

区への対応についてどうなっているか。 

(五味村長)  本会議はあくまでも公共交通のあり方について協議する場であり、質疑 

の少なさに関しては説明へのご理解だと認識しています。 

福祉輸送サービスは公共交通とは別枠であり、別荘地区に関しては資料

のとおりです。 

(交通事業者)   交通体系について、法改正により 2024年から乗務員の労働時間が少なく
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なり現状のセロリン号のような運行が難しくなるため検討が必要では。 

(事務局)  ご指摘いただいた点を踏まえ、もう一度試算し、本交通体系でよいか検

討させていただきます。 

(委員)   まず要望として、土日運行と駅への直結をお願いしたい。 

      質問としては、メインターゲットである 70 代以上と 20 代未満の方が村

内に何人いて、それらに対してどのくらいの方が使われたかについて検

証はしているか。 

(事務局) 人数ではなく世帯数であれば把握しております。実際に公共交通を必要 

とする方を割り出すことは難しいため、あくまでも本実績である 706 人

(延べ人数)を現状の需要として認識しております。 

(宮澤さん) 補足として、手元の資料の令和 2 年国勢調査の結果ですと原村の年少人 

口(14 歳以下)は 979 人であり、老年人口(65 歳以上)は 2667 人、生産人

口(15 歳～64 歳)が約 4000 人となっており、年少人口利用者は約 1 割、

老年人口利用者は 2 割に相当するといえます。ただし、アンケート結果

からも実際の利用者は約 5％(県内の市町村の相場)前後であり、延べ人

数及び生産人口が人口の約半数を占めていることを鑑みると約 7～8 割

の利用があったと推測できます。 

（事務局)  要望についてですが、説明資料の他に実際の利用者の内訳として学生の 

利用が無いことから導入は難しいとしています。 

ただし、茅野市と一体化を目指していく過程で導入(駅直結及び土日運

行)していくことは考えられるとご認識いただければと思います。 

 (委員)  別荘地区へはボランティア団体や自治会の互助活動で補てんも検討とあ

るがどの程度検討がすすんでいるか。 

（事務局)  自助(自ら運転)、共助、公助(公共交通)がバランスよく成り立つことが

村の交通のあるべき姿であり、公助を広げてボランティア等の共助の芽

を摘まないようにしたいと考えております。 

(委員) ぜひ住民主体の輸送サービスが生まれる場を行政でサポートしていただ

きたい。 

(事務局) 本件については、数々の課題を抱えた中で、利便性を保ちつつ住民のラ

イフラインとなりうる交通体系であると認識しております。 

      持続可能性を失わないようバランスを見ながら、検討させていただきた

いと思います。 

(五味村長)  その他質疑等ある方は。 

無いようであれば審議に移ります。ただ今の(１)について、ご承認いた

だける方は挙手をお願いします。（挙手） 

      挙手多数ですので原案の通り承認されました。 

      この件につきましては、令和５年８月 28日の茅野市・原村活性化協議会

へ上程させていただく予定ですが、それまでに茅野市や関係各所との調

整の中で再協議が必要となる場合がございます。その際は改めてこちら

から通知させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

慎重審議ありがとうございました 
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（２）その他    なし 

 

（小池商工観光課長） 会議は以上となります。 

 

４．その他          なし 

５．閉会  （宮坂副村長）                       (20：00終了) 


